
１１  徴 収

年度

区分

調定件数（件） 77,512 78,567 80,654 78,312 80,737

発送件数（件） 17,172 15,322 14,837 14,826 14,848

発 送 率 （ ％ ） 22.2 19.5 18.4 18.9 18.4

調定件数（件） 152,514 153,684 154,172 156,440 157,787

発送件数（件） 15,434 13,802 11,881 13,359 12,952

発 送 率 （ ％ ） 10.1 9.0 7.7 8.5 8.2

調定件数（件） 19,614 20,040 20,220 20,722 20,636

発送件数（件） 2,489 2,189 1,856 1,917 1,814

発 送 率 （ ％ ） 12.7 10.9 9.2 9.3 8.8

調定件数（件） 249,640 252,291 255,046 255,474 259,160

発送件数（件） 35,095 31,313 28,574 30,102 29,614

発 送 率 （ ％ ） 14.1 12.4 11.2 11.8 11.4

調定件数（件） 124,535 119,894 118,217 117,969 112,667

発送件数（件） 38,031 33,784 32,106 30,306 28,205

発 送 率 （ ％ ） 30.5 28.2 27.2 25.7 25.0
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（1） 督促及び滞納処分状況

　　① 督促状発付状況

R01 R02 R03



件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

（件） （件） （件） （件） （件） （件） （件）
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329,482,492359,140,187 0 0 0 0 357

0
( 差 押 )

合 計 414 423,572,210 916 265,050,469 1,330 688,622,679 973

0 0 0 0 0 0

0
( 差 押 )

そ の 他
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
動 産

0 0 0 0 0 0 0

328,210,887

210,522,404
(差押・参加差押)

債 権
233 189,945,345 911 257,225,630 1,144 447,170,975 943

30,929,300 0 0 0 0 156

118,960,088
( 差 押 )

0 0 0 0 201

不動産
181 233,626,865 5 7,824,839 186 241,451,704 30

0

（円）

電話加入権
0 0 0 0 0 0 0

物件 （円） （円） （円） （円） （円）

0
(差押・参加差押)

0 0 0 0 0

区分
継 続

A
新 規

B
合 計

A+B
終 了 ・ 解 除

C
公 売

D

計 94,530,392 100,787,694 105,102,090 86,935,293 105,452,215

財産消滅
E

次年度に繰越
A+B-C-D-E

金 額 金 額 金 額 金 額 金額 金額 金 額

（円）

42,958,160

市 税 44,680,124 47,244,272 49,368,632 38,170,699 52,446,469

71,973,747

　　③　滞納処分の執行状況（令和５年度）

 　　② 延滞金調

年度
H30 R01 R02 R03 R04 R05

税目 （円） （円） （円） （円） （円） （円）

29,015,587

国民健康保険税 49,850,268 53,543,422 55,733,458 48,764,594 53,005,746



（2） 市税月別収納額（国民健康保険税を除く） （令和５年度分）

現年度分 滞納繰越分 計

（円） （円） （円）

４ 月 85,536,323 8,374,484 93,910,807

５ 月 2,957,378,954 6,272,040 2,963,650,994

６ 月 6,558,208,818 24,544,471 6,582,753,289

７ 月 1,780,052,145 18,657,294 1,798,709,439

８ 月 3,505,303,755 16,202,570 3,521,506,325

９ 月 1,427,401,351 18,494,300 1,445,895,651

１０ 月 1,061,690,755 11,627,138 1,073,317,893

１１ 月 1,433,943,073 9,276,962 1,443,220,035

１２ 月 3,617,359,450 10,317,513 3,627,676,963

１ 月 1,761,221,376 5,643,458 1,766,864,834

２ 月 1,560,739,606 6,649,010 1,567,388,616

３ 月 3,318,019,735 10,069,354 3,328,089,089

927,649,525 0 927,649,525

37,525,584 0 37,525,584

30,032,030,450 146,128,594 30,178,159,044

区分 

 月別

合　　 計

27

翌　４　月

翌　５　月



(３) 県民税徴収取扱費

算出基礎 乗率等 徴収取扱費の額 算出基礎 乗率等 徴収取扱費の額

(あん分率) (あん分率)
0.39779765002 0.39778373883

(あん分率) (あん分率)
0.39779765002 0.39778373883

(あん分率) (あん分率)
0.39779765002 0.39778373883

7 7
100 100

(あん分率) (あん分率)
0.39779765002 0.39778373883

(あん分率) (あん分率)
0.39779765002 0.39778373883

算出基礎 乗率等 徴収取扱費の額 算出基礎 乗率等 徴収取扱費の額

(あん分率) (あん分率)
0.39779525414 0.39783108646

(あん分率) (あん分率)
0.39779525414 0.39783108646

(あん分率) (あん分率)
0.39779525414 0.39783108646

7 7
100 100

(あん分率) (あん分率)
0.39779525414 0.39783108646

(あん分率) (あん分率)
0.39779525414 0.39783108646
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合 計 256,772,412円 259,957,776円 

平
成
１
８
年
度
分
以
前

払 込 金 額 に 対 す る 分 6,442,058円 450,943円 302,866円 21,200円 

還付し、又は充当した過誤納金に係る還付加算金相当額 円 円 円 円 

法第37条の3の規定により控除されるべき額で、県民税の所得
割 か ら 控 除 し き れ ず に 市 町 村 が 還 付 又 は 充 当 し た 額

円 円 円 円 

60円 円 

還 付 し 、 又 は 充 当 し た 過 誤 納 金 相 当 額
円 円 円 円 

( 配 当 割 又 は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 を 除 く 。 )

納 税 通 知 書 等 に 対 す る 分 通 60円 円 

還付し、又は充当した過誤納金に係る還付加算金相当額 91,400円 36,353円 31,600円 12,570円 

法第37条の3の規定により控除されるべき額で、県民税の所得
割 か ら 控 除 し き れ ず に 市 町 村 が 還 付 又 は 充 当 し た 額

7,126,137円 7,126,137円 7,229,446円 

241,014,000円 

還 付 し 、 又 は 充 当 し た 過 誤 納 金 相 当 額
29,183,000円 11,606,979円 29,362,200円 11,680,560円 

( 配 当 割 又 は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 を 除 く 。 )

区 分 令和4年度 令和5年度

平
成
１
９
年
度
分
以
降

納 税 義 務 者 数 に 対 す る 分 79,187人 237,552,000円 80,338人

7,229,446円 

納 期 前 納 付 に 対 す る 報 奨 金 相 当 額 円 円 円 円 

合 計 251,742,523円 251,090,403円 

平
成
１
８
年
度
分
以
前

払 込 金 額 に 対 す る 分 1,002,515円 132,418円 2,119,304円 148,350円 

還付し、又は充当した過誤納金に係る還付加算金相当額 円 円 円 円 

法第37条の3の規定により控除されるべき額で、県民税の所得
割 か ら 控 除 し き れ ず に 市 町 村 が 還 付 又 は 充 当 し た 額

円 円 円 円 

通 60円 円 

還 付 し 、 又 は 充 当 し た 過 誤 納 金 相 当 額
円 円 円 円 

( 配 当 割 又 は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 を 除 く 。 )

納 税 通 知 書 等 に 対 す る 分 通 60円 円 

還付し、又は充当した過誤納金に係る還付加算金相当額 34,200円 23,111円 83,300円 33,131円 

法第37条の3の規定により控除されるべき額で、県民税の所得
割 か ら 控 除 し き れ ず に 市 町 村 が 還 付 又 は 充 当 し た 額

48,890円 3,365,770円 6,336,440円 

233,208,000円 

還 付 し 、 又 は 充 当 し た 過 誤 納 金 相 当 額
30,415,665円 16,750,224円 28,572,800円 11,364,482円 

( 配 当 割 又 は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 を 除 く 。 )

区 分 令和2年度 令和3年度

平
成
１
９
年
度
分
以
降

納 税 義 務 者 数 に 対 す る 分 77,163人 231,471,000円 77,740人

6,336,440円 

納 期 前 納 付 に 対 す る 報 奨 金 相 当 額 円 円 円 円 



（4） 市税徴収費

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

150,170 150,049 150,940 159,228 162,977

25,877 25,016 27,197 21,076 20,227

0 0 0 0 0

93,187 95,324 95,876 97,754 103,100

54,494 54,254 54,771 56,872 57,665

323,728 324,643 328,784 334,930 343,969

178 497 447 551 676

29,664 35,513 35,979 39,126 48,004

14,748 16,649 16,608 17,885 17,622

44,590 52,659 53,034 57,562 66,302

0 0 0 0 0

45 45 45 45 45

0 0 0 0 0

45 45 45 45 45

206,641 239,739 182,707 220,446 211,364

575,004 617,086 564,570 612,986 621,679

（Ｂ） 29,621,965 28,648,971 28,931,599 30,051,603 30,178,159

（Ｃ） 6,927,213 7,072,856 7,088,355 7,258,692 7,465,562

（Ｄ） 36,549,178 35,721,827 36,019,954 37,310,295 37,643,721

242,457 251,743 251,090 256,772 259,957

％ ％ ％ ％ ％

1.6 1.7 1.6 1.6 1.7

％ ％ ％ ％ ％

（注） 人　件　費

需　用　費

そ　の　他 ・・・・・・・・・・・・・・ 上記のいずれにも該当しない経費

その他の手当・・・ 扶養、通勤、勤勉、期末手当等

その他・・・・・・・・・ 徴税職に係る共済組合負担金及び固定資産評価審査委員等の報酬

その他・・・・・・・・・ 印刷製本費、消耗品費、会計年度任用職員の社会保険料等

1.1 1.3 1.1 1.2 1.2
(B)

（Ｅ） 県 民 税 徴 収 取 扱 費

徴
税
費
割
合

徴 税 費 率 (A)/(D)

徴税費率(実際率)
(A)-(E)

計

そ の 他

（Ａ） 徴 税 費 合 計

税
収
入
額

市 税

個 人 県 民 税

合 計

報

奨

金

及

び

こ

れ

に

類

す

る

経

費

納 期 前 納 付 報 奨 金

納 税 貯 蓄 組 合 補 助 金

そ の 他

需

用

費

旅 費

報 酬

そ の 他

計
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R05
年度

R01 R02 R03 R04

区分

人

件

費

基 本 給

超 過 勤 務 手 当

税 務 特 別 手 当

そ の 他 の 手 当

そ の 他

計


